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(57)【要約】
【課題】検査効率を向上させること。
【解決手段】実施形態に係る超音波診断装置は、選択部
と、生成部と、表示制御部とを備える。選択部は、所定
の心拍を選択するための条件に基づいて、複数の心拍か
ら少なくとも一つの心拍を選択する。生成部は、選択さ
れた心拍に関する範囲を強調する強調画像を生成する。
表示制御部は、心拍を示す心電図波形と、心電図波形に
対応する超音波画像と、強調画像とを表示する。
【選択図】　　　図１



(2) JP 2019-136501 A 2019.8.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の心拍を選択するための条件に基づいて、複数の心拍から少なくとも一つの心拍を
選択する選択部と、
　前記選択された心拍に関する範囲を強調する強調画像を生成する生成部と、
　前記心拍を示す心電図波形と、当該心電図波形に対応する超音波画像と、前記強調画像
とを表示する表示制御部と
　を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　前記超音波画像は、Ｂモード画像またはドプラスペクトラム画像である、
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記超音波画像はドプラスペクトラム画像であり、
　前記表示制御部は、前記心電図波形および前記ドプラスペクトラム画像に前記強調画像
を重畳して表示する、
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記条件は、連続する心拍の長さの比が略１となる心拍を選択することを含む、
　請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記条件は、過去の超音波検査時に計測された心拍数に基づく心拍の長さと略等しい長
さの心拍を選択することを含む、
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記条件は、所定の機械学習が実施された結果生成される識別器を用いて、前記心拍を
選択することを含む、
　前記請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記条件は、他の医用画像診断装置を用いた検査測定時に計測された心拍数に基づく心
拍の長さと略等しい長さの心拍を選択することを含む、
　請求項１から請求項６までのいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記条件は、１心拍あたりの長さが所定の長さ以下の心拍を選択対象から除外すること
を含む、
　請求項１から請求項７までのいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記条件は、指定された心拍の長さと略等しい長さの心拍を選択することを含む、
　請求項１から請求項８までのいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　被検体の超音波画像を取得する超音波画像取得部と、
　前記超音波画像を取得した期間における、前記被検体の複数の心拍に関する心拍データ
を取得する心拍データ取得部と、
　前記心拍データに基づいて、所定の心拍の選択を支援するための支援情報を生成する生
成部と、
　前記支援情報と、前記心拍データに基づく心電図波形と、前記心電図波形に対応する前
記超音波画像とを表示する表示制御部と
　を備える超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記生成部は、前記心拍データを用いて、１心拍の長さと、前記１心拍の長さ毎に集計
された心拍の数との関係を表す心拍に関するヒストグラムを前記支援情報として生成し、



(3) JP 2019-136501 A 2019.8.22

10

20

30

40

50

　前記ヒストグラムに基づいて、少なくとも一つの心拍を選択する選択部をさらに備え、
　前記生成部は、前記選択された心拍に関する範囲を強調表示する強調画像を生成し、
　前記表示制御部は、前記心拍を示す心電図波形および前記超音波画像に前記強調画像を
重畳して表示する、
　請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記生成部は、前記心拍データを用いて、１心拍の長さと、前記１心拍の長さ毎に集計
された心拍の数との関係を表す心拍に関するヒストグラムを前記支援情報として生成し、
　前記生成部は、前記ヒストグラムに基づいて選択された少なくとも一つの心拍に関する
範囲を強調する強調画像を生成し、
　前記表示制御部は、前記心拍を示す心電図波形および前記超音波画像に前記強調画像を
重畳して表示する、
　請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記生成部は、前記心拍データを用いて、連続する心拍の長さの比が略１となる心拍を
ハイライト表示させた心電図波形を前記支援情報として生成し、
　前記心電図波形に基づいて、少なくとも一つの心拍を選択する選択部をさらに備え、
　前記生成部は、前記選択された心拍に関する範囲を強調表示する強調画像を生成し、
　前記表示制御部は、前記心拍を示す心電図波形および前記超音波画像に前記強調画像を
重畳して表示する、
　請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記生成部は、前記心拍データを用いて、過去の超音波検査時に計測された心拍数に基
づく心拍の長さと略等しい長さの心拍をハイライト表示させた心電図波形を前記支援情報
として生成し、
　前記心電図波形に基づいて、少なくとも一つの心拍を選択する選択部をさらに備え、
　前記生成部は、前記選択された心拍に関する範囲を強調表示する強調画像を生成し、
　前記表示制御部は、前記心拍を示す心電図波形および前記超音波画像に前記強調画像を
重畳して表示する、
　請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記生成部は、前記心拍データを用いて、他の医用画像診断装置を用いた検査測定時に
計測された心拍数に基づく心拍の長さと略等しい長さの心拍をハイライト表示させた心電
図波形を前記支援情報として生成し、
　前記心電図波形に基づいて、少なくとも一つの心拍を選択する選択部をさらに備え、
　前記生成部は、前記選択された心拍に関する範囲を強調表示する強調画像を生成し、
　前記表示制御部は、前記心拍を示す心電図波形および前記超音波画像に前記強調画像を
重畳して表示する、
　請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記生成部は、前記心拍データを用いて、指定された心拍の長さと略等しい長さの心拍
をハイライト表示させた心電図波形を前記支援情報として生成し、
　前記心電図波形に基づいて、少なくとも一つの心拍を選択する選択部をさらに備え、
　前記生成部は、前記選択された心拍に関する範囲を強調表示する強調画像を生成し、
　前記表示制御部は、前記心拍を示す心電図波形および前記超音波画像に前記強調画像を
重畳して表示する、
　請求項１０に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心エコー検査においては、フリーズ操作後に、操作者が直近の複数心拍から手動で最適
と考えられる心拍を選択し、選択した心拍に対応する超音波画像に対し、種々の計測、及
び解析が行われる。超音波画像の計測、及び解析の手法としては、例えば、心筋の壁運動
解析を行う２次元ＷＭＴ（Wall Motion Tracking）、及び３次元ＷＭＴ、並びに、左室駆
出率を自動で算出するＡｕｔｏＥＦ（Automated Ejection Fraction）等が挙げられる。
【０００３】
　ところで、心エコー検査時において、検査技師、及び術者等の操作者は、もっぱら数心
拍を目視し、計測及び解析に適すると考えられる心拍を主観的に選択している。このとき
、不整脈ではない患者については、操作者が選択した心拍に対応する超音波画像に対して
計測、及び解析を行った結果と、任意に抽出された心拍に対応する超音波画像に対して計
測、及び解析を行った結果とでは、それほど大きな差異はなく、問題とならない。例えば
、ＡｕｔｏＥＦにより算出される容積情報であるＥＤＶ（拡張末期容積）、ＥＳＶ（収縮
末期容積）、及びＥＦ（駆出率）等の結果においては大きな誤差は発生しない。
【０００４】
　しかしながら、心房細動等の不整脈を持った患者については、心拍にばらつきがあるた
め、選択された心拍によっては、当該心拍に対応する超音波画像の解析結果、及び計測結
果の誤差が大きくなる可能性がある。
【０００５】
　このため、操作者は、超音波画像の計測、及び解析に適さない心拍を選択してしまう場
合がある。このとき、操作者は、一度選択した心拍に対応する超音波画像に対して計測、
及び解析を実行した後に、再び、心拍の選択、及び当該心拍に対応する超音波画像に対し
て計測、及び解析を実施する必要がある。また、操作者は、試行錯誤した上で、心拍を選
択している。このため、計測、及び解析の開始までに心拍を選択する時間を必要以上に要
する場合がある。したがって、超音波診断装置の技術は、検査効率という観点からは改善
の余地がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－００５３１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、検査効率を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態に係る超音波診断装置は、選択部と、生成部と、表示制御部とを備える。選択
部は、所定の心拍を選択するための条件に基づいて、複数の心拍から少なくとも一つの心
拍を選択する。生成部は、選択された心拍に関する範囲を強調する強調画像を生成する。
表示制御部は、心拍を示す心電図波形と、心電図波形に対応する超音波画像と、強調画像
とを表示する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置が所定の心拍を選択する際の制御
回路の動作を示すフローチャートである。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る超音波診断装置がモニタに表示するヒストグラム
を表す図である。
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【図４】図４は、第１の実施形態に係る超音波診断装置が心拍に関するヒストグラムデー
タを生成する生成方法の例を説明するための図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る超音波診断装置が心拍に関するヒストグラムデー
タを生成する生成方法の他の例を説明するための図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る超音波診断装置がモニタに表示する心拍を表す図
である。
【図７】図７は、第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図である。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る超音波診断装置が所定の心拍を選択する際の制御
回路の動作を示すフローチャートである。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る超音波診断装置がモニタに表示する心拍を表す図
である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態の変形例に係る超音波診断装置が所定の心拍を選択
する際の制御回路の動作を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、他の実施形態に係る超音波診断装置がモニタに表示する心拍の表示
態様を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１１】
　［第１の実施形態］
　第１の実施形態に係る超音波診断装置１を図１のブロック図を参照して説明する。
【００１２】
　図１に示されるように、超音波診断装置１は、装置本体１０、超音波プローブ３０、モ
ニタ５１、プリンタ５２、入力装置６０、及び生体信号センサ７０を備える。装置本体１
０は、ネットワーク５００を介して外部装置４０、及び病院情報システム（ＨＩＳ：Hosp
ital Information System）４１等と接続される。また、装置本体１０は、モニタ５１、
プリンタ５２、及び入力装置６０と接続される。
【００１３】
　超音波プローブ３０は、複数の圧電振動子、圧電振動子に設けられる整合層、及び圧電
振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有する。超音波プローブ３
０は、装置本体１０と着脱自在に接続される。複数の圧電振動子は、装置本体１０が有す
る超音波送信回路１１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生する。また、超音波
プローブ３０には、オフセット処理や、超音波画像のフリーズなどの際に押下されるボタ
ンが配置されてもよい。フリーズとは、例えば、超音波画像を収集していない状態を示す
。
【００１４】
　超音波プローブ３０から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検
体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射される。体内組織で
反射された超音波は、反射波（エコー）として超音波プローブ３０が有する複数の圧電振
動子にて受信される。受信される反射波により発生する受信信号の振幅は、超音波が反射
される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお、送信された超音波パ
ルスが移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合、反射波信号は、ドプラ効
果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して周波数偏移を受ける。超
音波プローブ３０は、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号（受信信号）に変換する
。これにより、受信信号が発生される。なお、受信信号は、反射波信号と換言してもよい
。超音波プローブ３０は、例えば、複数の圧電振動子が所定の方向に沿って配列された１
Ｄアレイプローブ、複数の圧電振動子が二次元マトリックス状に配列された２Ｄアレイプ
ローブ、又は圧電振動子列をその配列方向と直交する方向に機械的に煽りながら超音波走
査を実行可能なメカニカル４Ｄプローブ等である。
【００１５】
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　生体信号センサ７０は、超音波走査される被検体Ｐから生体信号を検出する。生体信号
センサ７０は、例えば、被検体ＰのＥＣＧ（心電図波形：ElectroCardioGram）信号を電
気信号として検出する。生体信号センサ７０は、検出したＥＣＧ信号にデジタル化処理を
含む各種処理を施した上で、心拍データとして装置本体１０の各回路に適宜送信する。な
お、生体信号センサ７０は、脳波、脈拍、及び呼吸等の被検体Ｐから発せられる周期性を
有する他の生体信号を検出してもよい。
【００１６】
　図１に示される装置本体１０は、超音波プローブ３０が受信した受信信号に基づいて超
音波画像を生成する装置である。装置本体１０は、図１に示すように、超音波送信回路１
１、超音波受信回路１２、信号処理回路１３、画像生成回路１５、画像信号収集メモリ１
６、内部記憶回路１７、画像メモリ１８、画像データベース１９、入力インタフェース２
０、通信インタフェース２１、制御回路２２、及び生体情報収集メモリ２３を含む。
【００１７】
　超音波送信回路１１は、超音波プローブ３０に駆動信号を供給するプロセッサである。
超音波送信回路１１は、例えば、トリガ発生回路、遅延回路、及びパルサ回路等により実
現される。トリガ発生回路は、制御回路２２の制御の下、所定のレート周波数で、送信超
音波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。遅延回路は、超音波プローブ３
０から発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振
動子ごとの遅延時間を、トリガ発生回路が発生する各レートパルスに対し与える。パルサ
回路は、制御回路２２の制御の下、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ
３０に駆動信号（駆動パルス）を印加する。遅延回路により各レートパルスに対し与える
遅延時間を変化させることで、圧電振動子面からの送信方向が任意に調整可能となる。
【００１８】
　超音波受信回路１２は、超音波プローブ３０が受信した受信信号に対して各種処理を施
すプロセッサである。超音波受信回路１２は、例えば、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、受信
遅延回路、及び加算器等により実現される。アンプ回路は、超音波プローブ３０が受信し
た受信信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行なう。Ａ／Ｄ変換器は、ゲイ
ン補正された受信信号をデジタル信号に変換する。受信遅延回路は、デジタル信号に受信
指向性を決定するのに必要な遅延時間を与える。加算器は、遅延時間が与えられた複数の
デジタル信号を加算する。加算器の加算処理により、受信指向性に応じた方向からの反射
成分が強調された受信信号が発生する。この受信信号には、例えば、組織間の音響インピ
ーダンスの差を反映した振幅情報と、生体組織の動き、例えば運動又は移動速度等を反映
した位相情報とが含まれる。
【００１９】
　信号処理回路１３は、超音波受信回路１２から受け取った受信信号に対して各種の信号
処理を行うプロセッサである。信号処理回路１３は、超音波受信回路１２から受け取った
受信信号に対して包絡線検波処理、及び対数増幅処理等を施し、信号強度が輝度の明るさ
で表現されるデータ（Ｂモードデータ）を生成する。生成されたＢモードデータは、２次
元的な超音波走査線上のＢモードＲＡＷデータとして不図示のＲＡＷデータメモリに記憶
される。
【００２０】
　また、信号処理回路１３は、超音波受信回路１２から受け取った受信信号に対して周波
数解析を施して血流信号を抽出し、血流信号から平均速度、分散、及びパワー等の情報を
多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。生成されたドプラデータは、
２次元的な超音波走査線上のドプラＲＡＷデータとして不図示のＲＡＷデータメモリに記
憶される。
【００２１】
　また、信号処理回路１３は、超音波受信回路１２から受け取った受信信号から血流信号
を抽出し、抽出した血流信号からドプラ波形を示すドプラスペクトラム画像を表すドプラ
スペクトラム画像データを生成する。ドプラ波形は、例えば観察部位として設定された範
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囲における血流速度が時系列に沿ってプロットされた波形である。すなわち、ドプラ波形
は、血流速度の時間的変化を表す。
【００２２】
　画像生成回路１５は、信号処理回路１３により生成されたデータに基づき、各種超音波
画像データを生成可能なプロセッサである。
【００２３】
　画像生成回路１５は、ＲＡＷデータメモリに記憶されたＢモードＲＡＷデータに基づい
てＢモード画像データを生成する。Ｂモード画像データに基づくＢモード画像は、例えば
被検体Ｐ内の対象物の形態を表す。Ｂモード画像データは、超音波の集束などの超音波プ
ローブの特性や超音波ビーム（例えば、送受信ビーム）の音場特性などが反映された画素
値（輝度値）を有する。例えば、Ｂモード画像データにおいて、被走査領域において超音
波のフォーカス付近では、非フォーカス部分よりも相対的に高輝度となる。画像生成回路
１５は、生成したＢモード画像データを、生体信号センサ７０から出力される心拍データ
に対応付けて、例えば画像信号収集メモリ１６に記憶する。
【００２４】
　画像生成回路１５は、ＲＡＷデータメモリに記憶されたドプラＲＡＷデータに基づいて
、移動体情報を表すドプラ画像データを生成する。ドプラ画像データは、速度画像データ
、分散画像データ、パワー画像データ、又は、これらを組み合わせた画像データである。
画像生成回路１５は、生成したドプラ画像データを、生体信号センサ７０から出力される
心拍データに対応付けて、例えば画像信号収集メモリ１６に記憶する。
【００２５】
　ここで、画像生成回路１５は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等に
代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示用
の超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成回路１５は、超音波プローブ３０
による超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、表示用の超音波画像データを生
成する。画像生成回路１５は、生成した超音波画像データを、生体信号センサ７０から出
力される心拍データに対応付けて、例えば画像信号収集メモリ１６に記憶する。表示用の
超音波画像データに基づく超音波画像は、例えば、モニタ５１に表示される。モニタ５１
としては、例えば、ＣＲＴディスプレイや液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、Ｌ
ＥＤディスプレイ、プラズマディスプレイ、又は当技術分野で知られている他の任意のデ
ィスプレイが適宜利用可能である。また、表示用の超音波画像データに基づく超音波画像
は、予め設定されたフォーマットに従ってプリンタ５２により印刷される。
【００２６】
　また、画像生成回路１５は、生成した各種超音波画像データに対し、ダイナミックレン
ジ、輝度（ブライトネス）、コントラスト、γカーブ補正、及びＲＧＢ変換などの各種処
理を実行してもよい。また、画像生成回路１５は、生成した各種超音波画像データに、種
々のパラメータの文字情報、目盛り、ボディマーク等の付帯情報を付加してもよい。
【００２７】
　なお、画像生成回路１５は、操作者（例えば、検査技師、術者等）が入力インタフェー
ス２０により各種指示を入力するためのユーザインタフェース（ＧＵＩ：Graphical User
 Interface）を生成し、ＧＵＩをモニタ５１に表示させてもよい。
【００２８】
　画像信号収集メモリ１６は、例えば、磁気的若しくは光学的記録媒体、又は半導体メモ
リ等のプロセッサにより読み取り可能な記録媒体等を有する。画像信号収集メモリ１６は
、画像生成回路１５が生成した各種超音波画像データを記憶する。画像信号収集メモリ１
６は、入力インタフェース２０を介して入力されるフリーズ操作直前の複数フレームに対
応する画像データを記憶する。
【００２９】
　また、画像信号収集メモリ１６は、心拍データに対応付けられた複数心拍分の超音波画
像データを記憶している。画像信号収集メモリ１６に記憶されている画像データは、被検
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体Ｐの心拍データと１心拍（１つの心周期）単位で対応付けられている。具体的には、例
えば画像信号収集メモリ１６に記憶されている各画像データは、１心拍に対応する心拍デ
ータに対応付けられている。なお、画像信号収集メモリ１６は、１心拍分の超音波画像デ
ータを１つの画像データとして記憶してもよいし、複数心拍分の超音波画像データを１つ
の画像データにまとめて記憶してもよい。
【００３０】
　画像信号収集メモリ１６に記憶されている画像データは、例えば、連続表示（シネ表示
）される。画像信号収集メモリ１６に記憶されている画像データは、例えば、実際にモニ
タ５１に表示される画像を表す画像データである。当該画像には、超音波スキャンにより
取得された超音波画像データに基づく画像、並びに、ＣＴ画像データ、ＭＲ画像データ、
Ｘ線画像データ、及びＰＥＴ画像データ等の他の医用画像診断装置により取得された医用
画像データに基づく画像が含まれる場合がある。
【００３１】
　また、画像信号収集メモリ１６は、信号処理回路１３が生成したデータを記憶すること
も可能である。画像信号収集メモリ１６が記憶するＢモードデータ、又はドプラデータは
、例えば、検査の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、画像生成回路１５を経
由して表示用の超音波画像データとなる。
【００３２】
　内部記憶回路１７は、例えば、磁気的若しくは光学的記録媒体、又は半導体メモリ等の
プロセッサにより読み取り可能な記録媒体等を有する。内部記憶回路１７は、超音波送受
信を実現するための制御プログラム、画像処理を行うための制御プログラム、及び表示処
理を行なうための制御プログラム等を記憶している。また、内部記憶回路１７は、本実施
形態に係る各種機能を実現するための制御プログラムを記憶している。また、内部記憶回
路１７は、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、ボディマー
ク生成プログラム、及び映像化に用いるカラーデータの範囲を診断部位ごとに予め設定す
る変換テーブルなどのデータ群を記憶している。また、内部記憶回路１７は、生体内の臓
器の構造に関する解剖学図譜、例えば、アトラスを記憶してもよい。
【００３３】
　また、内部記憶回路１７は、入力インタフェース２０を介して入力される記憶操作に従
い、画像生成回路１５で生成された各種超音波画像データを記憶する。なお、内部記憶回
路１７は、入力インタフェース２０を介して入力される記憶操作に従い、画像生成回路１
５で生成された各種超音波画像データを、操作順番及び操作時間を含めて記憶してもよい
。内部記憶回路１７は、記憶しているデータを、通信インタフェース２１を介して外部装
置へ転送することも可能である。
【００３４】
　画像メモリ１８は、例えば、磁気的若しくは光学的記録媒体、又は半導体メモリ等のプ
ロセッサにより読み取り可能な記録媒体等を有する。画像メモリ１８は、画像信号収集メ
モリ１６に記憶されている複数心拍分の超音波画像データのうち、収集された心拍データ
に対応する少なくとも１心拍分の超音波画像データを記憶している。
【００３５】
　画像データベース１９は、外部装置４０から転送される画像データを記憶する。例えば
、画像データベース１９は、過去の診察において取得された同一患者に関する過去画像デ
ータを、外部装置４０から取得して記憶する。過去画像データには、超音波画像データ、
ＣＴ（Computed Tomography）画像データ、ＭＲ（Magnetic Resonance）画像データ、Ｐ
ＥＴ（Positron Emission Tomography）－ＣＴ画像データ、ＰＥＴ－ＭＲ画像データ及び
Ｘ線画像データが含まれる。また、過去画像データは、例えばボリュームデータ、及びレ
ンダリング画像データとして記憶されている。
【００３６】
　なお、画像データベース１９は、ＭＯ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤなどの記録媒体（メディア）
に記録された画像データを読み込むことで、所望の画像データを格納してもよい。
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【００３７】
　入力インタフェース２０は、入力装置６０を介して、操作者からの各種指示を受け付け
る。入力装置６０には、例えば、マウス、キーボード、パネルスイッチ、スライダースイ
ッチ、ダイヤルスイッチ、トラックボール、ロータリーエンコーダ、操作パネル及びタッ
チコマンドスクリーン（ＴＣＳ）等が含まれる。また、入力装置６０には、超音波の送受
信方式、及び受信信号の処理方式等を含む各種撮像モードを切り替えるためのスイッチ群
が含まれる。スイッチ群は、ダイヤルスイッチ、及び／又はトラックボール等の機械的な
デバイスのみならず、ＴＣＳ上に表示される操作パネル画像、又は、外部装置４０におけ
るセカンドコンソール上に表示される操作パネル画像等のいずれであってもよい。
【００３８】
　入力インタフェース２０は、例えばバスを介して制御回路２２に接続され、操作者から
入力される操作指示を電気信号へ変換し、電気信号を制御回路２２へ出力する。なお、本
明細書において入力インタフェース２０は、マウス及びキーボード等の物理的な操作部品
と接続する構成に限られない。例えば、超音波診断装置１とは別体に設けられた外部の入
力機器から入力される操作指示に対応する電気信号を無線信号として受け取り、この電気
信号を制御回路２２へ出力する電気信号の処理回路も入力インタフェース２０の例に含ま
れる。
【００３９】
　通信インタフェース２１は、ネットワーク５００等を介して外部装置４０と接続され、
外部装置４０との間でデータ通信を行う。外部装置４０は、例えば、各種の医用画像のデ
ータを管理するシステムであるＰＡＣＳ（Picture Archiving and Communication System
）のデータベース等である。また、外部装置４０は、例えば、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ（Ma
gnetic Resonance Imaging）装置、核医学診断装置、及びＸ線診断装置等、本実施形態に
係る超音波診断装置１以外の各種医用画像診断装置である。なお、外部装置４０との通信
の規格は、如何なる規格であっても良いが、例えば、ＤＩＣＯＭが挙げられる。
【００４０】
　また、通信インタフェース２１は、ネットワーク５００等を介してＨＩＳ４１と接続さ
れ、ＨＩＳ４１との間でデータ通信を行う。ＨＩＳ４１は、検査を依頼するための検査オ
ーダ情報を発行する検査オーダ発行システム、及び、医用画像が添付された電子カルテを
管理する電子カルテシステム等を含む。通信インタフェース２１は、ＨＩＳ４１から検査
オーダ情報を受信する。なお、ＨＩＳ４１との通信の規格は、如何なる規格であっても良
いが、例えば、ＨＬ７（Health Level 7）が挙げられる。
【００４１】
　制御回路２２は、例えば、超音波診断装置１の中枢として機能するプロセッサである。
制御回路２２は、内部記憶回路１７に記憶されている動作プログラムを実行することで、
この動作プログラムに対応する機能を実現する。具体的には、制御回路２２は、生体情報
収集機能２２１、支援情報生成機能２２３、選択機能２２５、画像処理機能２２７、出力
制御機能２２９、及びシステム制御機能２３１を有する。
【００４２】
　生体情報収集機能２２１は、生体信号センサ７０から出力された生体情報を収集する機
能である。生体情報収集機能２２１が実行されると、制御回路２２は、例えば、生体信号
センサ７０から出力された心拍データを収集し、画像生成回路１５により生成された各種
超音波画像データと対応付けて、生体情報収集メモリ２３に記憶する。または、制御回路
２２は、生体情報収集機能２２１により、超音波画像を取得した期間における、被検体の
複数の心拍に関する心拍データを取得する。尚、生体情報収集機能２２１は、特許請求の
範囲に記載の心拍データ収集部の一例である。
【００４３】
　支援情報生成機能２２３は、所定の心拍の選択を支援するための支援情報を生成する機
能である。所定の心拍とは、例えば、入力インタフェース２０を介して指定された心拍、
及び、超音波診断装置１により選択された心拍等である。支援情報生成機能２２３が実行
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されると、制御回路２２は、例えば、複数心拍に対応する心拍データを用いて、１心拍の
長さと、１心拍の長さ毎に集計された心拍の数との関係を表す心拍に関するヒストグラム
を表すヒストグラムデータを生成する。心拍に関するヒストグラムの横軸は、１心拍の長
さを表す。心拍に関するヒストグラムの縦軸は、所定の計測期間に対応する心拍データに
含まれる複数の心拍のうち所定の長さである心拍の数（度数）を表す。具体的には、制御
回路２２は、生体情報収集メモリ２３に記憶されている所定の計測期間に対応する心拍デ
ータに含まれる複数の心拍の長さをそれぞれ算出する。制御回路２２は、算出された心拍
の長さ毎に心拍の数を集計し、心拍に関するヒストグラムデータを生成する。このとき、
集計対象となる心拍の長さは、基準となる長さに対してある程度幅を有する。基準となる
長さがＸ（ｍｓｅｃ）（Ｘ＞０）の場合、１つの集計対象となる心拍は、例えば、Ｘ（ｍ
ｓｅｃ）からＸ＋Ｙ（ｍｓｅｃ）（Ｙ＞０）までの長さの心拍である。
【００４４】
　なお、支援情報は、上記のヒストグラムに限らない。支援情報は、例えば、特定の心拍
をハイライト表示させた心電図波形でもよい。具体的には、支援情報には、「連続する心
拍の長さの比が略１となる心拍をハイライト表示させた心電図波形」「過去の超音波検査
時に計測された心拍数に基づく心拍の長さと略等しい長さの心拍をハイライト表示させた
心電図波形」「他の医用画像診断装置を用いた検査測定時に計測された心拍数に基づく心
拍の長さと略等しい長さの心拍をハイライト表示させた心電図波形」および「指定された
心拍の長さと略等しい長さの心拍をハイライト表示させた心電図波形」のうちの少なくと
も一つが含まれる。
【００４５】
　また、制御回路２２は、支援情報生成機能２２３により、モニタ５１に表示される所定
の心拍を強調表示するための強調画像を表す強調画像データを生成する。強調画像は、例
えば、モニタ５１に表示される所定の心拍をハイライトする画像である。換言すると、制
御回路２２は、選択された心拍に関する範囲を強調する強調画像を生成する。尚、支援情
報生成機能２２３は、特許請求の範囲に記載の生成部の一例である。
【００４６】
　選択機能２２５は、支援情報を用いて、超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍を選
択する機能である。選択機能２２５が実行されると、制御回路２２は、例えば、心拍に関
するヒストグラムにおいて、同じ心拍の長さ毎に集計された回数に基づいて、心拍を選択
する。具体的には、制御回路２２は、例えば、集計された回数が最も多い所定の長さの心
拍を選択する。尚、選択機能２２５は、特許請求の範囲に記載の選択部の一例である。
【００４７】
　画像処理機能２２７は、選択された心拍に対応する超音波画像データを抽出する機能で
ある。画像処理機能２２７が実行されると、制御回路２２は、選択された心拍に対応する
超音波画像データを、画像信号収集メモリ１６に記憶されている複数心拍分の超音波画像
データから抽出し、画像メモリ１８に記憶する。なお、制御回路２２は、１つの画像デー
タに基づく画像に複数心拍分の超音波画像が含まれている場合、当該画像から選択された
心拍に対応する超音波画像を切り出し、切り出した超音波画像を表す超音波画像データを
、新たな超音波画像データとして画像メモリ１８に記憶してもよい。
【００４８】
　出力制御機能２２９は、生体情報、支援情報、及び超音波画像データ等を出力する機能
である。出力制御機能２２９が実行されると、制御回路２２は、モニタ５１を制御し、心
拍に関するヒストグラムを表示する。また、制御回路２２は、モニタ５１を制御し、選択
された心拍を強調表示する。また、制御回路２２は、モニタ５１を制御し、心拍を示す心
電図波形を表示する。概括すると、制御回路２２は、支援情報と、心拍データに基づく心
電図波形と、心電図波形に対応する超音波画像とを表示する。または、制御回路２２は、
選択された心拍を示す心電図波形と、心電図波形に対応する超音波画像と、選択された心
拍に関する範囲を強調する強調画像とを表示する。なお、制御回路２２は、プリンタ５２
を制御し、心拍に関するヒストグラム、及び、選択された心拍が強調表示された心電図等
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を印刷してもよい。尚、出力制御機能２２９は、特許請求の範囲に記載の表示制御部の一
例である。
【００４９】
　システム制御機能２３１は、超音波診断装置１の入出力、及び超音波送受信等の基本動
作を制御する機能である。システム制御機能２３１が実行されると、制御回路２２は、例
えば入力インタフェース２０を介し、超音波スキャンに関する撮像モードの指定を受け付
ける。制御回路２２は、指定された撮像モードに基づいて、超音波送信回路１１、及び超
音波受信回路１２等を制御し、超音波スキャンを実行する。また、制御回路２２は、選択
された心拍に対応する各種超音波画像を用いて、当該超音波画像の計測、及び解析を実行
する。
【００５０】
　生体情報収集機能２２１、支援情報生成機能２２３、選択機能２２５、画像処理機能２
２７、出力制御機能２２９、及びシステム制御機能２３１は、制御プログラムとして組み
込まれていてもよいし、制御回路２２自体または装置本体１０に制御回路２２が参照可能
な回路として、各機能を実行可能な専用のハードウェア回路が組み込まれていてもよい。
【００５１】
　生体情報収集メモリ２３は、例えば、磁気的若しくは光学的記録媒体、又は半導体メモ
リ等のプロセッサにより読み取り可能な記録媒体等を有する。生体情報収集メモリ２３は
、生体信号センサ７０から出力された生体情報、例えば心拍データを記憶する。生体情報
収集メモリ２３に記憶されている心拍データは、画像信号収集メモリ１６に記憶されてい
る画像データと１心拍単位で対応付けられている。
【００５２】
　次に、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の動作について、図を参照して説明する
。図２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１が所定の心拍を選択する際の制御回路
２２の動作を示すフローチャートである。以下の説明では、超音波診断装置１は、ＨＩＳ
４１から検査オーダ情報を受信し、受信した検査オーダ情報に基づいて超音波スキャンを
実行するものとする。なお、検査オーダ情報は、入力インタフェース２０を介し、超音波
診断装置１に直接入力されてもよい。また、制御回路２２は、超音波スキャンに合わせて
、生体信号センサ７０から出力される心拍データを収集するものとする。このとき、制御
回路２２は、心拍データを、画像生成回路１５により生成された各種超音波画像データと
１心拍単位で対応付けて、生体情報収集メモリ２３に逐次記憶する。また、制御回路２２
は、ヒストグラムデータ生成時に集計される所定の長さの心拍のうち集計された回数が多
いものから上位２つの心拍を、超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍として選択する
ものとする。
【００５３】
　また、超音波スキャン実行時の撮像モードは、連続波を送受信し、１走査線上のドプラ
スペクトラム画像データを生成するＣＷ（Continuous Wave）モードであるものとする。
なお、撮像モードは、Ｂモード、カラードプラモード、ＰＷ（Pulsed Wave）モード、又
はＭモード等の他の撮像モードであってもよい。Ｂモードは、Ｂモードスキャンにより、
Ｂモード画像データを生成する撮像モードである。カラードプラモードは、カラードプラ
モードスキャンにより、例えばパルス波を用いて収集された血流情報に色が割り当てられ
たカラードプラ画像データを生成する撮像モードである。カラードプラモードスキャンに
は、Ｂモードスキャンが含まれる。ＰＷモードは、走査線に対してパルス波を送受信し、
特定の計測部位に関するドプラスペクトラム画像データを生成する撮像モードである。Ｍ
モードは、Ｍモードスキャンにより、ある走査線に注目し、当該走査線からのエコーデー
タから生成された直線上の輝度画像を時系列に並べたＭモード画像データを生成する撮像
モードである。
【００５４】
　図２に示されるように、制御回路２２は、例えば、ＨＩＳ４１から検査オーダ情報を受
信した後、入力インタフェース２０を介して超音波スキャンを開始する開始指示が入力さ
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れると、超音波送信回路１１、及び超音波受信回路１２等を制御し、超音波スキャンを開
始する（ステップＳＡ１）。
【００５５】
　次に、制御回路２２は、例えば、生体情報収集メモリ２３に記憶された所定の計測期間
における心拍データを用いて、心拍に関するヒストグラムデータを生成する（ステップＳ
Ａ２）。
【００５６】
　制御回路２２は、生成した心拍に関するヒストグラムデータに基づくヒストグラムをモ
ニタ５１に表示する（ステップＳＡ３）。図３は、第１の実施形態に係る超音波診断装置
１がモニタ５１に表示するヒストグラムの例を表す図である。図３に示されるヒストグラ
ムは、心拍の長さ別に心拍を集計したグラフである。図３に示されるヒストグラムの横軸
は、各心拍の長さ（ｍｓｅｃ）を表す。図３に示されるヒストグラムの横軸に沿って示さ
れる数字は、心拍の長さの基準値を表す。例えば、図３に示される数字Ｘ（Ｘ＝３００、
４００、５００、６００、７００、８００、１０００、１１００、１２００、１３００、
及び１４００）は、例えば、１心拍の長さがＸ（ｍｓｅｃ）からＸ＋９９（ｍｓｅｃ）ま
でであることをそれぞれ表す。図３に示されるヒストグラムの縦軸は、各心拍の長さの基
準値毎に集計された心拍の数を表す。なお、図３に示される数字Ｘを、例えば、1心拍の
長さがＸ－４９（ｍｓｅｃ）からＸ＋５０（ｍｓｅｃ）までであるとしてもよい。
【００５７】
　制御回路２２は、フリーズ操作が入力されたか否か判定する（ステップＳＡ４）。制御
回路２２は、フリーズ操作が入力されていないと判定した場合（ステップＳＡ４のＮｏ）
、収集した心拍データについて、ヒストグラムデータを生成する対象期間を変更し、再び
ステップＳＡ２、及びステップＳＡ３の処理を実行する。これにより、制御回路２２は、
フリーズ操作が入力されるまで、所定の時間間隔でモニタ５１に表示されるヒストグラム
を更新する。図４は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１が心拍に関するヒストグラ
ムデータを生成する生成方法の例を説明するための図である。図４には、所定の計測期間
に対応する心拍データが表す心電図波形が示されている。図４では、制御回路２２は、例
えば、ヒストグラムデータを生成するために心拍を集計する対象期間を、Ｔ４１、Ｔ４２
、及びＴ４３と移動させながら移動平均を用いてヒストグラムデータを生成する。このと
き、Ｔ４１、Ｔ４２、及びＴ４３の対象期間の長さは等しい。これにより、常に最新の心
拍データに基づいたヒストグラムデータを生成することが可能となる。
【００５８】
　なお、制御回路２２は、収集した心拍データについて、ヒストグラムデータを生成する
対象期間を徐々に増やすようにしてもよい。図５は、第１の実施形態に係る超音波診断装
置が心拍に関するヒストグラムデータを生成する生成方法の他の例を説明するための図で
ある。図５には、所定の計測期間に対応する心拍データが表す心電図波形が示されている
。図５では、制御回路２２は、例えば、ヒストグラムデータを生成するために心拍を集計
する対象期間を、Ｔ５１、Ｔ５２、及びＴ５３と徐々に増やしながらヒストグラムデータ
を生成する。これにより、サンプル数が徐々に多くなるため、より信頼性の高いヒストグ
ラムデータを生成することが可能となる。
【００５９】
　制御回路２２は、フリーズ操作が入力されたと判定した場合（ステップＳＡ４のＹｅｓ
）、例えば、フリーズ操作が入力されたと判定する直前に生成したヒストグラムデータに
基づいて、超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍を選択する（ステップＳＡ５）。具
体的には、制御回路２２は、例えば、図３に示されるヒストグラムで示される心拍のうち
、最も度数が高い心拍、例えば図３に示される柱Ｂ１に対応する１０００（ｍｓｅｃ）か
ら１０９９（ｍｓｅｃ）までの長さである複数の心拍を選択する。
【００６０】
　なお、制御回路２２は、超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍を、モニタ５１に表
示したヒストグラムから操作者等に指定させてもよい。このとき、操作者は、例えば、図
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３に示されるヒストグラムを視認し、入力インタフェース２０を介して図３に示される柱
Ｂ１に対応する心拍の数値を入力する。心拍の数値が入力されることによって、制御回路
２２は、入力された心拍がハイライトされた心電図波形を表示させる。そして、操作者は
、表示された心電図波形から任意の心拍を選択することができる。
【００６１】
　または、表示されたヒストグラムが心拍を選択するためのＧＵＩに対応している場合、
操作者は、例えば、入力インタフェース２０を介して柱Ｂ１を選択する。ヒストグラムに
おける柱Ｂ１が選択されることによって、制御回路２２は、選択された柱Ｂ１に対応する
心拍がハイライトされた心電図波形を表示させる。そして、操作者は、表示された心電図
波形から任意の心拍を選択することができる。尚、制御回路２２は、所定の心拍がハイラ
イトされた心電図波形から、自動で任意の心拍を選択してもよい。
【００６２】
　次に、制御回路２２は、選択した複数の心拍を、例えば、当該心拍に対応する超音波画
像と共に表示する。このとき、制御回路２２は、選択した心拍をハイライト表示する（ス
テップＳＡ６）。具体的には、制御回路２２は、選択した心拍を強調表示するための強調
画像を表す強調画像データを生成する。制御回路２２は、モニタ５１において、選択した
心拍に対し、生成した強調画像データに基づく強調画像を重畳させて表示する。図６は、
第１の実施形態に係る超音波診断装置１がモニタ５１に表示する心拍の例を表す図である
。図６では、モニタ５１には、ステップＳＡ５において選択された２つの心拍に対応する
心拍がハイライト表示されている。図６に示される心拍は、心電図波形の表示態様で表示
されている。また、図６によれば、モニタ５１には、Ｂモード画像領域Ｒ６１、及びドプ
ラ画像領域Ｒ６２が表示されている。
【００６３】
　図６に示されるように、Ｂモード画像領域Ｒ６１は、例えばＣＷモードで超音波スキャ
ンするスキャン位置を特定するためのＢモード画像を含む。なお、Ｂモード画像領域Ｒ６
１には、Ｂモード画像に対して重畳表示されたカラードプラ画像等が含まれていてもよい
。
【００６４】
　また、図６に示されるように、ドプラ画像領域Ｒ６２は、超音波スキャンにより取得さ
れたドプラスペクトラム画像Ｇ６１を含む。また、ドプラ画像領域Ｒ６２は、ドプラスペ
クトラム画像Ｇ６１と時間軸で対応付けられた心拍データに基づく心電図波形Ｇ６２を含
む。さらに、ドプラスペクトラム画像Ｇ６１、及び心電図波形Ｇ６２のうち、選択された
２つの心拍それぞれに対応する期間Ｔ６１、及びＴ６２に含まれる領域には、強調画像が
それぞれ重畳表示されている。換言すると、制御回路２２は、選択された心拍に対応する
心電図波形および当該心電図波形に対応するドプラスペクトラム画像に、選択された心拍
に関する範囲を強調する強調画像を重畳して表示する。これにより、期間Ｔ６１、及びＴ
６２に含まれる領域は、ハイライト表示されるため、操作者は、超音波画像の計測、及び
解析に適した心拍を、より早く認識することが可能となる。
【００６５】
　次に、制御回路２２は、選択してモニタ５１に表示した心拍のうち、例えば、入力イン
タフェース２０を介し、操作者により指定された心拍に対応する超音波画像の計測、及び
解析を実行する（ステップＳＡ７）。例えば、制御回路２２は、２ＤＷＭＴ、３ＤＷＭＴ
、又はＡｕｔｏＥＦ等を実行する。このとき、制御回路２２は、例えば、選択された心拍
に対応する超音波画像データを、画像信号収集メモリ１６に記憶されている複数心拍分の
超音波画像データから抽出し、抽出データを画像メモリ１８に記憶する。なお、制御回路
２２は、ステップＳＡ５において選択した心拍のうち、最新の心拍に対応する超音波画像
に対して計測、及び解析を自動的に実行してもよい。
【００６６】
　制御回路２２は、選択した心拍の他に超音波画像の計測、及び解析に用いるべき心拍が
あるか否か判定する（ステップＳＡ８）。
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【００６７】
　制御回路２２は、選択した心拍の他に超音波画像の計測、及び解析に用いるべき心拍が
あると判定した場合（ステップＳＡ８のＹｅｓ）、当該他の心拍について、ステップＳＡ
５からステップＳＡ８までの処理を再び実行する。制御回路２２は、ステップＳＡ５にお
いて、例えば、図３に示されるヒストグラムで示される心拍のうち、２番目に度数が高い
心拍、例えば図３に示される柱Ｂ２に対応する７００（ｍｓｅｃ）から７９９（ｍｓｅｃ
）までの長さの心拍を選択し、ステップＳＡ６からステップＳＡ８までの処理を実行する
。
【００６８】
　そして、制御回路２２は、ステップＳＡ８において、選択した心拍の他に超音波画像の
計測、及び解析に用いるべき心拍がないと判定し（ステップＳＡ８のＮｏ）、超音波スキ
ャンを続行するか否か判定する（ステップＳＡ９）。
【００６９】
　制御回路２２は、例えば、超音波スキャンを終了する終了指示がなく、超音波スキャン
を続行すると判定した場合（ステップＳＡ９のＹｅｓ）、ステップＳＡ１からステップＳ
Ａ９までの処理を再び実行する。
【００７０】
　制御回路２２は、例えば、超音波スキャンを終了する終了指示を受け付けると、超音波
スキャンを続行しないと判定し（ステップＳＡ９のＮｏ）、超音波スキャンを終了する。
【００７１】
　第１の実施形態によれば、制御回路２２は、超音波スキャンに合わせて、生体信号セン
サ７０から出力される心拍データを収集する。制御回路２２は、所定の計測期間において
収集した心拍データを用いて、心拍に関するヒストグラムデータを生成する。制御回路２
２は、生成した心拍に関するヒストグラムデータに基づくヒストグラムをモニタ５１に表
示する。
【００７２】
　これにより、例えば、操作者は、例えば、モニタ５１に表示されるヒストグラムを視認
して心拍を選択することができるため、対象とする心拍を選択するのに、操作者が試行錯
誤する時間が短縮できる。
【００７３】
　したがって、検査効率を向上させることが可能となる。
【００７４】
　また、第１の実施形態によれば、制御回路２２は、心拍に関するヒストグラムデータに
基づいて、超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍を選択する。制御回路２２は、選択
した心拍を強調表示するための強調画像を表す強調画像データを生成する。制御回路２２
は、モニタ５１において、選択した心拍に対し、生成した強調画像データに基づく強調画
像を重畳させて表示する。
【００７５】
　これにより、操作者は、超音波画像の計測、及び解析の対象とする心拍データに基づく
心拍をより早く見つけることができる。このため、対象とする心拍を選択するのに、操作
者が試行錯誤する時間が短縮できる。また、客観的な選択条件に基づいているので、間違
った心拍データが選択されることを回避できる。さらには、前回実施された検査との一貫
性、及び操作者に依存しない一貫性を持つことができる。
【００７６】
　［第２の実施形態］
　第１の実施形態では、心拍に関するヒストグラムデータに基づいて、超音波画像の計測
、及び解析に用いる心拍が選択される場合について説明した。第２の実施形態では、連続
する心拍の長さの比に基づいて、超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍が選択される
場合について説明する。
【００７７】
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　第２の実施形態に係る超音波診断装置１Ａを図７のブロック図を参照して説明する。
【００７８】
　図７に示されるように、超音波診断装置１Ａは、装置本体１０Ａ、超音波プローブ３０
、モニタ５１、プリンタ５２、入力装置６０、及び生体信号センサ７０を備える。装置本
体１０Ａは、ネットワーク５００を介して外部装置４０、及び病院情報システム（ＨＩＳ
：Hospital Information System）４１等と接続される。また、装置本体１０Ａは、モニ
タ５１、プリンタ５２、及び入力装置６０と接続される。
【００７９】
　図７に示される装置本体１０Ａは、超音波プローブ３０が受信した反射波信号に基づい
て超音波画像を生成する装置である。装置本体１０Ａは、図７に示すように、超音波送信
回路１１、超音波受信回路１２、信号処理回路１３、画像生成回路１５、画像信号収集メ
モリ１６、内部記憶回路１７、画像メモリ１８、画像データベース１９、入力インタフェ
ース２０、通信インタフェース２１、制御回路２２Ａ、及び生体情報収集メモリ２３を含
む。
【００８０】
　制御回路２２Ａは、例えば、超音波診断装置１Ａの中枢として機能するプロセッサであ
る。制御回路２２Ａは、内部記憶回路１７に記憶されている動作プログラムを実行するこ
とで、この動作プログラムに対応する機能を実現する。具体的には、制御回路２２Ａは、
生体情報収集機能２２１、支援情報生成機能２２３、選択機能２２５Ａ、画像処理機能２
２７、出力制御機能２２９、及びシステム制御機能２３１を有する。
【００８１】
　選択機能２２５Ａは、連続する心拍の長さの比に基づいて、超音波画像の計測、及び解
析に用いる心拍を選択する機能である。選択機能２２５Ａが実行されると、制御回路２２
Ａは、例えば、連続する心拍の長さの比が略１となる心拍を選択する。例えば、制御回路
２２Ａは、複数心拍における隣接するＲ波のピークの間隔（以下、ＲＲ間隔と称する）に
基づいて、連続する心拍の長さの比が略１となる心拍を選択する。具体的には、制御回路
２２Ａは、第１のＲＲ間隔と第１のＲＲ間隔の直前の第２のＲＲ間隔との比、例えば第１
のＲＲ間隔を第２のＲＲ間隔で除した値が略１となる心拍を選択する。略１とは、１にあ
る程度幅を持たせた値であり、例えば０．９９から１．０１までの値である。尚、選択機
能２２５Ａは、特許請求の範囲に記載の選択部の一例である。
【００８２】
　次に、第２の実施形態に係る超音波診断装置１Ａの動作について、図を参照して説明す
る。図８は、第２の実施形態に係る超音波診断装置１Ａが所定の心拍を選択する際の制御
回路２２Ａの動作を示すフローチャートである。以下の説明では、超音波診断装置１Ａは
、ＨＩＳ４１から検査オーダ情報を受信し、受信した検査オーダ情報に基づいて超音波ス
キャンを実行するものとする。また、制御回路２２Ａは、超音波スキャンに合わせて、生
体信号センサ７０から出力される心拍データを収集するものとする。このとき、制御回路
２２Ａは、心拍データを、画像生成回路１５により生成された各種超音波画像データと１
心拍単位で対応付けて、生体情報収集メモリ２３に逐次記憶する。また、超音波スキャン
実行時の撮像モードは、ＣＷモードであるものとする。
【００８３】
　また、制御回路２２Ａは、心拍を選択するためのＲＲ間隔に関する条件を予め取得して
いるものとする。ＲＲ間隔に関する条件は、「所定の計測期間において収集された複数心
拍に対応する心拍データに基づく心拍のうち、第１のＲＲ間隔と第２のＲＲ間隔との比が
略１となる心拍であること」であるものとする。なお、制御回路２２Ａは、他のＲＲ間隔
に関する条件を取得してもよい。このとき、他のＲＲ間隔に関する条件としては、「所定
の計測期間において収集された複数心拍に対応する心拍データに基づく心拍に対して所定
のＲＲ間隔毎に心拍を集計した場合に、最も多く集計された心拍であること」等が挙げら
れる。
【００８４】
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　図８に示されるように、制御回路２２Ａは、例えば、ＨＩＳ４１から検査オーダ情報を
受信した後、入力インタフェース２０を介して超音波スキャンを開始する開始指示が入力
されると、超音波送信回路１１、及び超音波受信回路１２等を制御し、超音波スキャンを
開始する（ステップＳＢ１）。
【００８５】
　制御回路２２Ａは、フリーズ操作が入力されたか否か判定する（ステップＳＢ２）。制
御回路２２Ａは、フリーズ操作が入力されていないと判定した場合（ステップＳＢ２のＮ
ｏ）、超音波スキャンを継続する。
【００８６】
　制御回路２２Ａは、フリーズ操作が入力されたと判定した場合（ステップＳＢ２のＹｅ
ｓ）、例えば、フリーズ操作が入力されたと判定するまでに収集された心拍データを用い
て、超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍を選択する（ステップＳＢ３）。具体的に
は、制御回路２２Ａは、例えば、第１のＲＲ間隔と第２のＲＲ間隔との比が略１となる心
拍を選択する。
【００８７】
　次に、制御回路２２Ａは、選択した心拍を、例えば、当該心拍に対応する超音波画像と
共に表示する。このとき、制御回路２２Ａは、選択した心拍をハイライト表示する（ステ
ップＳＢ４）。具体的には、制御回路２２Ａは、選択した心拍を強調表示するための強調
画像を表す強調画像データを生成する。制御回路２２Ａは、モニタ５１において、選択し
た心拍に対し、生成した強調画像データに基づく強調画像を重畳させて表示する。図９は
、第２の実施形態に係る超音波診断装置１Ａがモニタ５１に表示する心拍の例を表す図で
ある。図９に示される心拍は、心電図波形の表示態様で表示されている。図９によれば、
モニタ５１には、Ｂモード画像領域Ｒ９１、及びドプラ画像領域Ｒ９２が表示されている
。
【００８８】
　図９に示されるように、Ｂモード画像領域Ｒ９１は、例えばＣＷモードで超音波スキャ
ンするスキャン位置を特定するためのＢモード画像を含む。なお、Ｂモード画像領域Ｒ９
１には、Ｂモード画像に対して重畳表示されたカラードプラ画像等が含まれていてもよい
。
【００８９】
　また、図９に示されるように、ドプラ画像領域Ｒ９２は、超音波スキャンにより取得さ
れたドプラスペクトラム画像Ｇ９１を含む。また、ドプラ画像領域Ｒ９２は、ドプラスペ
クトラム画像Ｇ９１と時間軸で対応付けられた心拍データに基づく心電図波形Ｇ９２を含
む。さらに、ドプラスペクトラム画像Ｇ９１、及び心電図波形Ｇ９２のうち、選択した心
拍に対応する連続する２つの期間Ｔ９１、及びＴ９２に含まれる領域には、強調画像がそ
れぞれ重畳表示されている。図９に示される期間Ｔ９１と期間Ｔ９２との比は略１である
。これにより、期間Ｔ９１、及びＴ９２に含まれる領域は、ハイライト表示されるため、
操作者は、超音波画像の計測及び解析に適した心拍を、より早く認識することが可能とな
る。
【００９０】
　次に、制御回路２２Ａは、例えば、選択してモニタ５１に表示した心拍のうち、例えば
、入力インタフェース２０を介し、操作者により指定された心拍に対応する超音波画像の
計測、及び解析を実行する（ステップＳＢ５）。制御回路２２は、例えば、２ＤＷＭＴ、
３ＤＷＭＴ、又はＡｕｔｏＥＦ等を実行する。なお、制御回路２２Ａは、ステップＳＢ３
において選択した心拍のうち、最新の心拍に対応する超音波画像に対して計測、及び解析
を自動的に実行してもよい。
【００９１】
　制御回路２２Ａは、他にＲＲ間隔に関する条件があるか否か判定する（ステップＳＢ６
）。
【００９２】
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　制御回路２２Ａは、他にＲＲ間隔に関する条件はないと判定した場合（ステップＳＢ６
のＮｏ）、超音波スキャンを続行するか否か判定する（ステップＳＢ７）。
【００９３】
　なお、制御回路２２Ａは、他にＲＲ間隔に関する条件があると判定した場合（ステップ
ＳＢ６のＹｅｓ）、当該ＲＲ間隔に関する条件に基づいて、ステップＳＢ３からステップ
ＳＢ６までの処理を実行する。
【００９４】
　制御回路２２Ａは、ステップＳＢ７において、例えば、超音波スキャンを終了する終了
指示がなく、超音波スキャンを続行すると判定した場合（ステップＳＢ７のＹｅｓ）、ス
テップＳＢ１からステップＳＢ７までの処理を再び実行する。
【００９５】
　制御回路２２Ａは、例えば、超音波スキャンを終了する終了指示を受け付けると、超音
波スキャンを続行しないと判定し（ステップＳＢ７のＮｏ）、超音波スキャンを終了する
。
【００９６】
　第２の実施形態によれば、制御回路２２Ａは、超音波スキャンに合わせて、生体信号セ
ンサ７０から出力される心拍データを収集する。制御回路２２は、連続する心拍の長さの
比に基づいて、超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍を選択する。制御回路２２Ａは
、選択した心拍を強調表示するための強調画像を表す強調画像データを生成する。制御回
路２２Ａは、モニタ５１において、選択した心拍に対し、生成した強調画像データに基づ
く強調画像を重畳させて表示する。
【００９７】
　これにより、操作者は、超音波画像の計測、及び解析の対象とする心拍データに基づく
心拍をより早く見つけることができる。このため、対象とする心拍を選択するのに、操作
者が試行錯誤する時間が短縮できる。また、客観的な選択条件に基づいているので、間違
った心拍データが選択されることを回避できる。さらには、前回実施された検査との一貫
性、及び操作者に依存しない一貫性を持つことができる。
【００９８】
　したがって、検査効率を向上させることが可能となる。
【００９９】
　（変形例）　
　第２の実施形態では、連続する心拍の長さの比に基づいて、超音波画像の計測、及び解
析に用いる心拍が選択される場合について説明した。しかしながらこれに限定されない。
第２の実施形態の変形例では、連続する心拍の長さの比に基づく心拍の選択手法を含む種
々の心拍の選択手法のうち少なくとも一つによって、超音波画像の計測、及び解析に用い
る心拍が選択される場合について説明する。
【０１００】
　変形例に係る超音波診断装置の構成は、図７に示される超音波診断装置１Ａの構成と同
様である。
【０１０１】
　次に、変形例に係る選択機能２２５Ａが超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍を選
択する際の処理内容について説明する。選択機能２２５Ａが実行されると、制御回路２２
Ａは、指定された心拍の選択手法に基づいて、連続する心拍の長さの比に基づく心拍の選
択手法を含む種々の心拍の選択手法のうち少なくともいずれかを用いて超音波画像の計測
、及び解析に用いる心拍を選択する。換言すると、制御回路２２は、選択機能２２５Ａに
より、所定の心拍を選択するための条件に基づいて、複数の心拍から少なくとも一つの心
拍を選択する。尚、条件に適合する心拍が複数抽出された場合、制御回路２２において、
条件に適合する複数の心拍の中から自動で心拍が選択されてもよいし、操作者による入力
インタフェース２０を介した指示により心拍が選択されてもよい。
【０１０２】
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　例えば、制御回路２２Ａは、同一患者について、過去の超音波検査時に計測された心拍
数に基づく心拍の長さと略等しい長さの心拍を選択する。「略等しい長さの心拍」とは、
例えば、計測された心拍数が６０である場合、すなわち心拍数に基づく１心拍の長さが１
０００（ｍｓｅｃ）である場合、１０００（ｍｓｅｃ）と所定の誤差の範囲内、例えば、
１０００（ｍｓｅｃ）±１００（ｍｓｅｃ）の範囲内の長さの心拍を示す。
【０１０３】
　また、制御回路２２Ａは、同一患者について、超音波診断装置以外の他の医用画像診断
装置を用いた検査測定時に計測された心拍数に基づく心拍の長さと略等しい長さの心拍を
選択する。他の医用画像診断装置は、例えば、Ｘ線ＣＴ装置、及びＭＲＩ装置、核医学診
断装置、及びＸ線診断装置等である。尚、他の医用画像診断装置を用いた検査測定時に計
測された心拍数は、操作者による入力インタフェース２０を介して数値が入力されてもよ
い。
【０１０４】
　また、制御回路２２Ａは、超音波スキャン中に、例えば移動平均で算出される心拍数に
基づく心拍の長さと略等しい長さの心拍を選択する。移動平均で算出される心拍数は、例
えば、超音波スキャン中にモニタ５１に表示される表示画面のうち所定の位置に表示され
る。
【０１０５】
　また、制御回路２２Ａは、人工知能（ＡＩ：Artificial Intelligence）技術を利用し
て心拍を選択する。具体的には、制御回路２２Ａは、例えばＨＩＳ４１内に実装された心
拍を選択するための心拍選択プログラムを利用する。この心拍選択プログラムは、例えば
、病院内において、年齢、性別、及び病歴等の患者情報と対応付けられて蓄積された心拍
データを用いて、機械学習、例えば深層学習（ディープラーニング）が実施された結果生
成される識別器を備えている。識別器は、例えば最適化されたニューラルネットを規定す
る関数、及び最適化されたパラメータ等で構成される。なお、心拍選択プログラムは、超
音波診断装置１Ａ内に実装されていてもよい。
【０１０６】
　また、制御回路２２Ａは、１心拍あたりの長さが所定の長さ以下、例えば３００（ｍｓ
ｅｃ）以下の心拍を選択対象から除外する。これにより、３００（ｍｓｅｃ）以下の心拍
が除外された結果、３００（ｍｓｅｃ）より大きい長さの心拍が選択される。
【０１０７】
　以上より、所定の心拍を選択するための条件には、例えば、「連続する心拍の長さの比
が略１となる心拍を選択すること」「過去の超音波検査時に計測された心拍数に基づく心
拍の長さと略等しい長さの心拍を選択すること」「所定の機械学習が実施された結果生成
される識別器を用いて、心拍を選択すること」「他の医用画像診断装置を用いた検査測定
時に計測された心拍数に基づく心拍の長さと略等しい長さの心拍を選択すること」および
「指定された心拍の長さと略等しい長さの心拍を選択すること」のうちの少なくとも一つ
が含まれる。また、所定の心拍を選択するための条件には、「１心拍あたりの長さが所定
の長さ以下の心拍を選択対象から除外すること」が更に含まれてもよい。
【０１０８】
　なお、制御回路２２は、選択機能２２５Ａにより、所定の心拍を選択するための複数の
条件から任意の条件を選択してもよい。この場合、操作者は、例えば、モニタ５１に表示
された複数の条件の中から、入力インタフェース２０を介して任意の条件を選択する。そ
して、制御回路２２は、操作者によって選択された任意の条件を受け付けることによって
、所定の心拍を選択するための条件を決定する。
【０１０９】
　次に、変形例に係る超音波診断装置１Ａの動作について、図１０を参照して説明する。
図１０は、第２の実施形態の変形例に係る超音波診断装置１Ａが所定の心拍を選択する際
の制御回路２２Ａの動作を示すフローチャートである。以下の説明では、超音波診断装置
１Ａは、ＨＩＳ４１から検査オーダ情報を受信し、受信した検査オーダ情報に基づいて超
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音波スキャンを実行するものとする。また、検査オーダ情報には、年齢、性別、及び症例
等の患者情報が含まれているものとする。また、制御回路２２Ａは、超音波スキャンに合
わせて、生体信号センサ７０から出力される心拍データを収集するものとする。このとき
、制御回路２２Ａは、心拍データを、画像生成回路１５により生成された超音波画像デー
タと１心拍単位で対応付けて、生体情報収集メモリ２３に逐次記憶する。
【０１１０】
　図１０に示されるステップＳＣ１及びステップＳＣ２の処理は、図８に示されるステッ
プＳＢ１及びステップＳＢ２の処理と同様である。
【０１１１】
　制御回路２２Ａは、フリーズ操作が入力されたと判定した場合（ステップＳＣ２のＹｅ
ｓ）、心拍を選択するための制御情報を取得する（ステップＳＣ３）。制御回路２２Ａは
、例えば、入力インタフェース２０を介し、どの選択手法を用いて心拍を選択するかを示
す心拍の選択手法に関する条件を含む制御情報を取得する。第２の実施形態に係る変形例
では、心拍の選択手法に関する条件は、「患者情報の入力に基づいて、人工知能技術を利
用して心拍を選択すること」であるものとする。なお、心拍の選択手法に関する条件は、
制御情報に複数含まれていてもよい。このとき、他の心拍の選択手法に関する条件として
は、「同一患者について、過去の超音波検査時に計測された心拍数に基づく心拍の長さと
略等しい長さの心拍を選択すること」、「同一患者について、ＭＲＩ装置を用いた検査測
定時に計測された心拍数に基づく心拍の長さと略等しい長さの心拍を選択すること」、「
３００（ｍｓｅｃ）以下の心拍を選択対象から除外すること」、及び「所定の計測期間に
おいて収集された複数心拍に対応する心拍データに基づく心拍のうち、第１のＲＲ間隔と
第２のＲＲ間隔との比が略１となる心拍を選択すること」等が挙げられる。また、制御回
路２２Ａは、例えば、予め内部記憶回路１７に記憶された制御情報を、内部記憶回路１７
から読み出すことで制御情報を取得してもよい。
【０１１２】
　制御回路２２Ａは、取得した制御情報に含まれる心拍の選択手法に関する条件に従い、
例えば、フリーズ操作が入力されたと判定するまでに収集された心拍データを用いて、心
拍を選択する（ステップＳＣ４）。制御回路２２Ａは、心拍の選択手法に関する条件「患
者情報を入力とし、人工知能技術を利用して心拍を選択すること」に基づいて心拍を選択
する。具体的には、制御回路２２Ａは、通信インタフェース２１を介し、ＨＩＳ４１内に
実装された心拍選択プログラムに対し、年齢、性別、及び症例等の患者情報、例えば、６
０歳、女性、及び心筋梗塞等を入力する。
【０１１３】
　このとき、ＨＩＳ４１内に実装された心拍選択プログラムは、患者情報が入力されると
、例えば、入力された患者情報を識別器に適用し、超音波画像の計測、及び解析に用いる
心拍データを出力させる。心拍選択プログラムは、通信インタフェース２１を介し、出力
された心拍データを、超音波診断装置１Ａの制御回路２２Ａに送信する。
【０１１４】
　制御回路２２Ａは、ＨＩＳ４１内に実装された心拍選択プログラムから送信された心拍
データを受信し、受信した心拍データに基づいて超音波画像の計測、及び解析に用いる心
拍を選択する。例えば、制御回路２２Ａは、受信した心拍データに基づく１心拍に対応す
る心拍の長さと略等しい長さの心拍を選択する。これにより、個々の患者の状態を考慮し
て超音波画像の計測、及び解析に用いる心拍を選択することが可能となる。なお、制御回
路２２Ａは、受信した心拍データに基づく１心拍に対応する心拍が表す波形が類似する心
拍を選択してもよい。
【０１１５】
　図１０に示されるステップＳＣ５及びステップＳＣ６の処理は、図８に示されるステッ
プＳＢ４及びステップＳＢ５の処理と同様である。
【０１１６】
　制御回路２２Ａは、ステップＳＣ６を実行した後、他に心拍の選択手法に関する条件が
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あるか否か判定する（ステップＳＣ７）。
【０１１７】
　制御回路２２Ａは、他に心拍の選択手法に関する条件はないと判定し（ステップＳＣ７
のＮｏ）、超音波スキャンを続行するか否か判定する（ステップＳＣ８）。
【０１１８】
　なお、制御回路２２Ａは、他に心拍の選択手法に関する条件があると判定した場合（ス
テップＳＣ７のＹｅｓ）、当該心拍の選択手法に関する条件に基づいて、ステップＳＣ４
からステップＳＣ７までの処理を実行する。
【０１１９】
　制御回路２２Ａは、ステップＳＣ８において、例えば、超音波スキャンを終了する終了
指示がなく、超音波スキャンを続行すると判定した場合（ステップＳＣ８のＹｅｓ）、ス
テップＳＣ１からステップＳＣ８までの処理を再び実行する。
【０１２０】
　制御回路２２Ａは、例えば、超音波スキャンを終了する終了指示を受け付けると、超音
波スキャンを続行しないと判定し（ステップＳＣ８のＮｏ）、超音波スキャンを終了する
。
【０１２１】
　第２の実施形態の変形例によれば、制御回路２２Ａは、指定された心拍選択手法の一つ
に従って心拍を選択する。これにより、超音波画像の計測、解析について、より適した心
拍を選択することが可能となる。
【０１２２】
　［他の実施形態］
　第１の実施形態では、超音波診断装置１は、選択した心拍をハイライト表示していたが
これに限定されない。例えば、超音波診断装置１が備える制御回路２２は、複数心拍に対
応する心拍データに基づく心電図波形をモニタ５１に表示する。制御回路２２は、入力イ
ンタフェース２０を介し、表示した心電図波形について心拍の指定を受け付ける。制御回
路２２は、指定された１心拍分の心拍と略同じ長さの心拍をハイライト表示する。
【０１２３】
　図１１は、他の実施形態に係る超音波診断装置１がモニタ５１に表示する心拍の表示態
様を説明するための図である。図１１に示される心拍は、心電図波形の表示態様で表示さ
れている。図１１によれば、超音波診断装置１が備える制御回路２２は、まず心電図ＷＦ
１をモニタ５１に表示する。心電図ＷＦ１のうち１心拍に対応する領域Ｒ１が指定される
と、制御回路２２は、領域Ｒ１に対応する心拍の長さと略等しい長さの心拍をハイライト
表示した心電図ＷＦ２をモニタ５１に表示する。図１１に示される心電図ＷＦ２において
、ハイライト表示される領域は、点ハッチングで示されている。具体的には、制御回路２
２は、領域Ｒ１に対応する心電図波形の長さと略同じ長さの心拍を強調表示するための強
調画像を表す強調画像データを生成する。制御回路２２は、強調画像データに基づく強調
画像を心電図ＷＦ１に対し重畳し、心電図ＷＦ２として表示する。これにより、操作者は
、所望の長さの心拍を選択することが可能となる。
【０１２４】
　また、第２の実施形態の変形例において、心拍選択プログラムが備える識別器は、年齢
、性別、及び症例等の患者情報を入力とし、入力された患者情報に対応する心拍データを
出力するように学習されていたがこれに限定されない。識別器は、例えば、年齢、性別、
及び症例等の患者情報を入力とし、選択手法を出力とするように学習されていてもよい。
このとき、制御回路２２Ａは、心拍の選択手法に関する条件として「患者情報を入力とし
、人工知能技術を利用して心拍を選択すること」のみを採用する。これにより、例えば操
作者が選択手法を試行錯誤して決定する時間が短縮される。
【０１２５】
　上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）、ＧＰＵ(Graphics Processing Unit)、或いは、特定用途向け集積回路（A
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例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple Programmable Logic Device：ＳＰＬ
Ｄ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex Programmable Logic Device：ＣＰＬ
Ｄ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field Programmable Gate Array：
ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路に保存されたプログラムを読み
出し実行することで機能を実現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッサご
とに単一の回路として構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１つ
のプロセッサとして構成し、その機能を実現するようにしてもよい。さらに、図１におけ
る複数の構成要素を１つのプロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい。
【０１２６】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、検査効率を向上させることができる
。
【０１２７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１２８】
　１、１Ａ…超音波診断装置
１０、１０Ａ…装置本体
１１…超音波送信回路
１２…超音波受信回路
１３…信号処理回路
１５…画像生成回路
１６…画像信号収集メモリ
１７…内部記憶回路
１８…画像メモリ
１９…画像データベース
２０…入力インタフェース
２１…通信インタフェース
２２、２２Ａ…制御回路
２３…生体情報収集メモリ
３０…超音波プローブ
４０…外部装置
４１…ＨＩＳ
５１…モニタ
５２…プリンタ
６０…入力装置
７０…生体信号センサ
２２１…生体情報収集機能
２２３…支援情報生成機能
２２５、２２５Ａ…選択機能
２２７…画像処理機能
２２９…出力制御機能
２３１…システム制御機能
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